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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導線が接続された端子金具を、前記導線を導出させた状態で収容するコネクタと、
　前記導線に接続されたコイルと、
　前記コイルと電気的に接続されたコンデンサと、
　磁性部材と、
　前記コンデンサ、前記コイル、及び前記磁性部材を収容するケースと、
　前記磁性部材を前記コイルに対して位置決めした状態で保持する保持部材と、
を備え、
　前記保持部材は、磁性材料からなり、
　前記磁性部材は、前記コイルを包囲して前記コイルの周りに閉磁路を形成するように、
前記保持部材に保持されており、
　複数の前記磁性部材が、前記コイルの周囲において、間隔を空けて前記コイルを囲むよ
うに配置されていることを特徴とするノイズフィルタ。
【請求項２】
　導線が接続された端子金具を、前記導線を導出させた状態で収容するコネクタと、
　前記導線に接続されたコイルと、
　前記コイルと電気的に接続されたコンデンサと、
　磁性部材と、
　前記コンデンサ、前記コイル、及び前記磁性部材を収容するケースと、
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　前記磁性部材を前記コイルに対して位置決めした状態で保持する保持部材と、
を備え、
　前記保持部材は、磁性材料からなり、
　前記磁性部材は、前記コイルを包囲して前記コイルの周りに閉磁路を形成するように、
前記保持部材に保持されており、
　前記保持部材は、前記ケースの内面に固定して設けられており、
　前記磁性部材は薄板状をなしており、
　前記保持部材は、前記ケースの内面との間に隙間を空けて対向する形態であり、
　前記磁性部材は、前記隙間に挿入されることで、前記保持部材と前記ケースの内面とに
よって挟まれて保持されていることを特徴とするノイズフィルタ。
【請求項３】
　導線が接続された端子金具を、前記導線を導出させた状態で収容するコネクタと、
　前記導線に接続されたコイルと、
　前記コイルと電気的に接続されたコンデンサと、
　磁性部材と、
　前記コンデンサ、前記コイル、及び前記磁性部材を収容するケースと、
　前記磁性部材を前記コイルに対して位置決めした状態で保持する保持部材と、
　前記コンデンサと電気的に接続される接地用のアース部材と、
を備え、
　前記アース部材は、
　前記コイル、及び前記コンデンサを支持する平板状のアース板部と、
　前記アース板部から延出し、接地部材に取り付けられて接地する取付部と、
　前記アース板部から立ち上がった形態であり、前記コイル及び前記コンデンサとは反対
側からの押圧力を受ける受圧部と、
　を有し、前記受圧部に押圧力が付与されることで前記アース部材が前記ケースに組み付
けられていることを特徴とするノイズフィルタ。
【請求項４】
　導線が接続された端子金具を、前記導線を導出させた状態で収容するコネクタと、
　前記導線に接続されたコイルと、
　前記コイルと電気的に接続されたコンデンサと、
　磁性部材と、
　前記コンデンサ、前記コイル、及び前記磁性部材を収容するケースと、
　前記磁性部材を前記コイルに対して位置決めした状態で保持する保持部材と、
を備え、
　前記磁性部材は、磁性材料からなる粉末であり、前記保持部材内に充填されており、
　前記磁性部材は、前記コイルを包囲して前記コイルの周りに閉磁路を形成するように、
前記保持部材に保持されていることを特徴とするノイズフィルタ。
【請求項５】
　前記保持部材は、前記ケースの内面に固定して設けられていることを特徴とする請求項
４に記載のノイズフィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノイズフィルタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１のノイズフィルタは、２本の導電路間に介在する構成である。このノイズフ
ィルタは、筐体、接地導体、第１導体、及び第２導体を備えている。筐体は、接地導体、
第１導体、及び第２導体を収容している。接地導体は、車体等のような導電性部材との電
気的な接触部を有している。第１導体は、筐体の一方面における一方の挿通孔を介して導
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入される導電路に接続されている。第２導体は、筐体の一方面における他方の挿通孔を介
して導入される導電路に接続されている。接地導体は、コンデンサを介して第１導体およ
び第２導体に接続されている。また、第１導体は、筐体の外側に配置されたインダクタ層
を介して第２導体に接続されている。インダクタ層は、軸心、および当該軸心に巻き付け
られたコイルを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－２０８４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のノイズフィルタは、インダクタ層が筐体の外側に配置されているため、コ
イルから生じる磁束が外部に漏れ易くなっている。そのため、ノイズフィルタは、コイル
のインダクタンスが低下し、ノイズ除去性能が低下する虞がある。このような構成のノイ
ズフィルタにおいて、コイルのインダクタンスを高めるために、インダクタ層を磁性体で
覆うことが考えられる。しかしながら、この構成では、筐体の外側に新たに部材を追加す
る必要があり、ノイズフィルタの構造が複雑になってしまう。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、簡易な構成でノイズ除
去性能を向上させ得るノイズフィルタを提供することを解決すべき課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のノイズフィルタは、
　導線が接続された端子金具を、前記導線を導出させた状態で収容するコネクタと、
　前記導線に接続されたコイルと、
　前記コイルと電気的に接続されたコンデンサと、
　磁性部材と、
　前記コンデンサ、前記コイル、及び前記磁性部材を収容するケースと、
　前記磁性部材を前記コイルに対して位置決めした状態で保持する保持部材と、
を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　ノイズフィルタは、端子金具に接続された導線に、コイル、及びコンデンサが接続され
ている。そのため、ノイズフィルタは、導線に生じるノイズを、コイル、及びコンデンサ
によって除去することができる。その上で、ノイズフィルタは、コイルが収容されるケー
ス内において、磁性部材が保持部材により、コイルに対して位置決めされている。そのた
め、コイルから生じる磁束の漏れを抑制し、インダクタンスが低下することを抑制するこ
とができる。このように、ノイズフィルタは、磁性部材を保持部材に保持させる簡易な構
成で、コイルのノイズ除去性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１のノイズフィルタの一部を示す平面図
【図２】実施例２のノイズフィルタの一部を示す平面図
【図３】実施例３のノイズフィルタの一部を示す平面図
【図４】実施例４のノイズフィルタの一部を示す側断面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、前記保持部材が、容器状をなしていて前記コイルの内部に配置され、前記磁
性部材が、前記保持部材に収容されていてもよい。
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　この構成によれば、ノイズフィルタは、コイルの内部に磁性部材が配置されることで、
インダクタンスを高めることができる。
【００１０】
　本発明は、前記保持部材が絶縁材料からなっていてもよい。
　この構成によれば、磁性部材が絶縁材料からなる保持部材に収容される。そのため、磁
性部材とコイルとが直接的に接触することに起因する電食を防止することができる。
【００１１】
　本発明は、前記保持部材が、磁性材料からなり、前記磁性部材が、前記コイルを包囲し
て前記コイルの周りに閉磁路を形成するように、前記保持部材に保持されていてもよい。
　この構成によれば、コイルを包囲する磁性部材によってコイルの周りに閉磁路が形成さ
れる。そのため、ノイズフィルタは、コイルから生じる磁束の漏れを抑制して、コイルの
インダクタンスを向上させることができる。
【００１２】
　本発明は、複数の前記磁性部材が、前記コイルの周囲において、間隔を空けて前記コイ
ルを囲むように配置されていてもよい。
　この構成によれば、ノイズフィルタは、複数の磁性部材がコイルを囲むように配置され
ているため、コイルから生じる磁束の漏れを抑制し易く、コイルのインダクタンスを向上
させ易くなる。その上で、ノイズフィルタは、複数の磁性部材が間隔を空けてコイルの周
囲に配置されているため、磁性部材がコイルの周囲全体に配置される構成と比べて、軽量
化、及び低コスト化を図ることができる。
【００１３】
　本発明は、前記保持部材が、前記ケースの内面に固定して設けられていてもよい。
　この構成によれば、磁性部材をケースの内面に沿って配置することができる。
【００１４】
　本発明は、前記磁性部材が薄板状をなしており、前記保持部材が、前記ケースの内面と
の間に隙間を空けて対向する形態であり、前記磁性部材が、前記隙間に挿入されることで
、前記保持部材と前記ケースの内面とによって挟まれて保持されていてもよい。
　この構成によれば、磁性部材は、保持部材とケースの内面との間の隙間に挿入すること
で、容易に且つ位置決めされた状態でケースに組み付けることができる。磁性部材を位置
決めする手段として、ケースの内面を利用したので、保持部材だけで磁性部材を位置決め
する場合に比べると、保持部材の形状を簡素化することができる。
【００１５】
　本発明は、前記コンデンサと電気的に接続される接地用のアース部材を備え、前記アー
ス部材は、前記コイル、及び前記コンデンサを支持する平板状のアース板部と、前記アー
ス板部から延出し、接地部材に取り付けられて接地する取付部と、前記アース板部から立
ち上がった形態であり、前記コイル及び前記コンデンサとは反対側からの押圧力を受ける
受圧部と、を有し、前記受圧部に押圧力が付与されることで前記アース部材が前記ケース
に組み付けられていてもよい。
　この構成によれば、受圧部を押圧するというワンアクションの動作だけで、コイルとコ
ンデンサとアース部材をケースに組み付けることができるので、作業性に優れている。し
かも、ケースに組み付ける際には、コイルやコンデンサに触れる必要がないので、コイル
やコンデンサに破損を来す虞がない。
【００１６】
　＜実施例１＞
　以下、本発明のノイズフィルタを具体化した実施例１を、図１を参照して説明する。な
お、以下の説明において、前後の方向については、図１の下側を前側、上側を後側と定義
する。左右の方向については、図１にあらわれる向きを、そのまま左方、右方と定義する
。上下の方向については、図１の前側を上側、後側を下側と定義する。
【００１７】
　本実施例のノイズフィルタ１０は、図１に示すように、コネクタ２０、コンデンサ３０
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、コイル４０、磁性部材５０、ケース６０、及び保持部材７０を備えている。ケース６０
は、コンデンサ３０と、コイル４０、磁性部材５０、および保持部材７０を収容している
。なお、図１では、左側のコイル４０、磁性部材５０、および保持部材７０を示している
が、ケース６０内の右側にも同一の構成のコイル４０、磁性部材５０、および保持部材７
０が設けられている。ケース６０は、例えば合成樹脂製である。ケース６０は、ロアハウ
ジング６１、およびアッパハウジング（図示略）を備えている。ロアハウジング６１は、
例えば上方が開口する箱状である。アッパハウジングは、ロアハウジング６１の上方の開
口を閉塞可能な箱状である。ケース６０は、後述する入出力用電線ＷＨが挿通可能な一対
の挿通孔６２（一方のみ図１に表示）が形成されている。
【００１８】
　コネクタ２０は、入出力用電線ＷＨを構成するハーネス側導電路（図示略）に接続され
る。コネクタ２０は、図１に示すように、筐体２１、および端子金具２２を備えている。
端子金具２２は、入出力用電線ＷＨ（本発明の「導線」に相当）の一端ＷＨ１が接続され
ている。入出力用電線ＷＨの他端ＷＨ２は、はんだ付けによって導電板２５に接続されて
いる。筐体２１は、箱状であり、入出力用電線ＷＨが挿通する挿通孔（図示略）が形成さ
れている。筐体２１は、入出力用電線ＷＨの他端ＷＨ２側を導出させた状態で、端子金具
２２を内部に収容している。なお、コネクタ２０は、図１で左側の端子金具２２のみが図
示されているが、筐体２１の右側にも同様の構成の端子金具２２が収容されている。
【００１９】
　コイル４０は、図１に示すように、被覆されていない金属線材を巻回することで形成さ
れている。コイル４０は、一端４１と他端４２が互いに反対方向に向かうように所定の高
さで引き出されている。コイル４０の一端４１は、はんだ付けによって導電板２５に接続
されている。コイル４０の他端４２は、はんだ付けによってコンデンサ３０の一方の電極
に接続されている。
【００２０】
　磁性部材５０は、鉄などの磁性材料からなる粉末である。磁性部材５０は、例えばフェ
ライトや鉄の粉末である。磁性部材５０は、コイル４０を包囲してコイル４０の周りに閉
磁路を形成するように、保持部材７０に保持されている。
【００２１】
　保持部材７０は、図１に示すように、外形が略直方体の箱状である。保持部材７０は、
磁性材料によって構成されている。保持部材７０は、前箱部７１、および後壁部７２を備
えている。前箱部７１は、後方が開口した箱状である。後壁部７２は、前箱部７１の開口
を閉塞するように前箱部７１に組み付けられている。保持部材７０は、ケース６０の底面
に固定されている。保持部材７０は、前後方向で対向する一対の壁部の中心にそれぞれ挿
通孔７３，７４が形成されている。保持部材７０は、コイル４０、および磁性部材５０が
内部に配置されている。挿通孔７３は、コイル４０の一端４１が挿通している。挿通孔７
４は、コイル４０の他端４２が挿通している。挿通孔７３，７４は、保持部材７０に対し
てコイル４０を位置決めする手段としての機能を有する。コイル４０は、左右方向および
上下方向において、保持部材７０の中心に位置している。磁性部材５０は、コイル４０と
保持部材７０の間に充填されている。具体的には、磁性部材５０は、コイル４０の内部、
およびコイル４０の外周と保持部材７０との間に充填されている。このようにして、保持
部材７０は、磁性部材５０をコイル４０に対して位置決めした状態で保持している。コイ
ル４０、および磁性部材５０は、保持部材７０を介して位置決めされている。
【００２２】
　コンデンサ３０は、例えばフィルムコンデンサである。コンデンサ３０は、図１に示す
ように、コイル４０と電気的に接続されている。具他的には、コンデンサ３０は、左側の
電極がコイル４０の他端４２に接続されている。なお、図１では、左側のコイル４０のみ
を図示しているが、右側のコイル（図示略）の他端がコンデンサ３０の右側の電極に接続
されている。
【００２３】
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　以上のように構成されたノイズフィルタ１０は、コネクタ２０をハーネス側導電路（図
示略）に接続することで、ハーネス側導電路に生じるノイズをコイル４０、及びコンデン
サ３０によって除去することができる。その上で、コイル４０は、磁性材料によって構成
される保持部材７０内において、磁性部材５０によって包囲されている。そのため、ノイ
ズフィルタ１０は、コイル４０から生じる磁束の漏れが抑制されて、コイル４０のインダ
クタンスが向上する。このように、ノイズフィルタ１０は、コイル４０が収容された保持
部材７０内に磁性部材５０を充填することで、ケース６０の外観形状などを変えることな
く、簡易な構成でノイズ除去性能を向上させることができる。
【００２４】
　次に、コイル４０の保持部材７０への組み付け工程について説明する。
　まず、コンデンサ３０、および保持部材７０を、図１に示すように、ケース６０の底面
に取り付けられた状態にする。保持部材７０は、前箱部７１の開口を後壁部７２によって
閉塞されていない状態にする。そして、コイル４０を、一端４１側から開口を介して前箱
部７１の内部に入り込ませる。このとき、コイル４０の一端４１を挿通孔７３に挿通させ
、導電板２５にはんだ付けする。その後、磁性部材５０を保持部材７０内に充填する。磁
性部材５０は、コイル４０と保持部材７０の間に充填される。具体的には、磁性部材５０
は、コイル４０の内部、およびコイル４０の外周と保持部材７０との間に充填される。続
いて、後壁部７２の挿通孔７４にコイル４０の他端４２を挿通させつつ、後壁部７２によ
って前箱部７１の開口を閉塞する。このとき、コイル４０の他端４２は、図１に示す仮想
線（二点鎖線）のように、後方に延びた状態である。そのため、コイル４０の他端４２を
折り曲げて、図１に示す実線のように、コンデンサ３０の左側の電極に重なるようにする
。そして、はんだ付けにより、コイル４０の他端４２とコンデンサ３０の左側の電極を接
続する。なお、右側のコイル（図示略）は、同様の工程によって保持部材７０に組み付け
られる。
【００２５】
　以上のように、本実施例１のノイズフィルタ１０は、ノイズフィルタ１０が、端子金具
２２に接続された入出力用電線ＷＨに、コイル４０、及びコンデンサ３０が接続されてい
る。そのため、ノイズフィルタ１０は、入出力用電線ＷＨに生じるノイズを、コイル４０
、及びコンデンサ３０によって除去することができる。その上で、ノイズフィルタ１０は
、コイル４０が収容されるケース６０内において、磁性部材５０が保持部材７０により、
コイル４０に対して位置決めされている。そのため、コイル４０から生じる磁束の漏れを
抑制し、インダクタンスが低下することを抑制することができる。このように、ノイズフ
ィルタ１０は、磁性部材５０を保持部材７０に保持させる簡易な構成で、コイル４０のノ
イズ除去性能を向上させることができる。
【００２６】
　また、ノイズフィルタ１０は、保持部材７０が、磁性材料からなっている。磁性部材５
０は、コイル４０を包囲してコイル４０の周りに閉磁路を形成するように、保持部材７０
に保持されている。
　これにより、コイル４０を包囲する磁性部材５０によってコイル４０の周りに閉磁路が
形成される。そのため、ノイズフィルタ１０は、コイル４０から生じる磁束の漏れを抑制
して、コイル４０のインダクタンスを向上させることができる。
【００２７】
　＜実施例２＞
　次に、本発明を具体化した実施例２を、図２を参照して説明する。本実施例２のノイズ
フィルタ１０は、保持部材の構成を上記実施例１とは異なる構成としたものである。その
他の構成については上記実施例１と同じであるため、同じ構成については、同一符号を付
し、構造、作用及び効果の説明は省略する。
【００２８】
　保持部材２７０は、図２に示すように、両端が閉塞された円筒形状である容器状をなし
ている。保持部材２７０は、絶縁材料によって構成されている。保持部材２７０は、前箱
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部２７１、および後壁部２７２を備えている。前箱部２７１は、後方が開口した箱状であ
る。後壁部２７２は、前箱部２７１の開口を閉塞するように前箱部２７１に組み付けられ
ている。保持部材２７０は、ケース６０の底面（図示略）に固定されている。保持部材２
７０は、コイル４０の内部に配置されている。具体的には、コイル４０は、被覆されてい
ない金属線材からなり、保持部材２７０の外周に巻き回され、保持部材２７０に対して位
置決めされている。保持部材２７０は、外周面がコイル４０の内周面に接触している。コ
イル４０の一端４１は、保持部材２７０の前側に延びている。コイル４０の他端４２は、
保持部材２７０の後側に延びている。磁性部材５０は、磁性材料の粉末からなり、保持部
材２７０の内部に充填されるように収容されている。このようにして、保持部材２７０は
、磁性部材５０をコイル４０に対して位置決めした状態で保持している。
【００２９】
　以上のように構成されたノイズフィルタ１０は、実施例１のノイズフィルタ１０と同様
に、ハーネス側導電路に生じるノイズを除去するように機能する。その上で、ノイズフィ
ルタ１０は、コイル４０の内部に磁性部材５０が位置決めされた状態で配置されることで
、コイル４０のインダクタンスを高めることができる。また、磁性部材５０は、絶縁材料
からなる保持部材２７０に収容されるため、磁性部材５０とコイル４０とが直接的に接触
することに起因する電食を防止することができる。このように、ノイズフィルタ１０は、
コイル４０の内部に配置された保持部材２７０内に磁性部材５０を充填することで、ケー
ス６０の外観形状などを変えることなく、簡易な構成でノイズ除去性能を向上させること
ができる。
【００３０】
　次に、コイル４０の保持部材２７０への組み付け工程について説明する。
　コンデンサ３０を、図１と同様に、ケース６０の底面に取り付けられた状態に準備する
。そして、保持部材２７０の外周に巻き回された状態のコイル４０の一端４１を、導電板
２５にはんだ付けする。続いて、保持部材２７０は、前箱部２７１の開口を後壁部２７２
によって閉塞されていない状態にする。続いて、磁性部材５０を保持部材２７０内に充填
する。続いて、後壁部２７２で前箱部２７１の開口を閉塞する。その後、実施例１と同様
にして、コイル４０の他端４２とコンデンサ３０（図１参照）の左側の電極を接続する。
なお、右側のコイル４０は、同様の工程によって保持部材２７０に組み付けられる。

【００３１】
　本実施例２のノイズフィルタ１０は、保持部材２７０が、容器状をなしていてコイル４
０の内部に配置されている。磁性部材５０は、保持部材２７０に収容されている。
　これにより、ノイズフィルタ１０は、コイル４０の内部に磁性部材５０が配置されるこ
とで、インダクタンスを高めることができる。
【００３２】
　また、ノイズフィルタ１０は、磁性部材５０が絶縁材料からなる保持部材２７０に収容
される。そのため、磁性部材５０とコイル４０とが直接的に接触することに起因する電食
を防止することができる。
【００３３】
　＜実施例３＞
　次に、本発明を具体化した実施例３を、図３を参照して説明する。本実施例３のノイズ
フィルタ１０は、ケースの内部の構成を上記実施例１とは異なる構成としたものである。
その他の構成については上記実施例１と同じであるため、同じ構成については、同一符号
を付し、構造、作用及び効果の説明は省略する。以下の説明において、前後の方向につい
ては、図３の下側を前側、上側を後側と定義する。左右の方向については、図３にあらわ
れる向きを、そのまま左方、右方と定義する。上下の方向については、図３の前側を上側
、後側を下側と定義する。
【００３４】
　実施例３のノイズフィルタ１０は、図３に示すように、コネクタ（図示略）、一対のコ
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ンデンサ３０、コイル４０、磁性部材５０、ケース３６０、保持部材７０、およびアース
部材８０を備えている。ケース３６０は、箱状に形成されている。ケース３６０は、挿通
孔３６３，３６４が形成されている。挿通孔３６３は、ケース３６０の前側の壁部におい
て、左右方向の中央部分に、左右方向に長いスリット状に形成されている。挿通孔３６４
は、ケース３６０の後側の壁部において、左右方向の中央部分に、挿通孔３６３よりも大
きな孔として形成されている。
【００３５】
　アース部材８０は、コンデンサ３０と電気的に接続される接地用の部材である。アース
部材８０は、銅合金などの導電性板状部材を打ち抜いて曲げ加工を施すことで形成されて
いる。アース部材８０は、図３に示すように、アース板部８１、取付部８２、および受圧
部８３を備えている。アース板部８１は、平面視四角形の平板状である。アース板部８１
は、ケース３６０の下面側に配置され、ケース３６０の下面の大部分を覆っている。アー
ス板部８１は、コイル４０、及びコンデンサ３０を支持している。取付部８２は、ケース
３６０より前方に向かって張り出している。取付部８２は、ケース３６０の挿通孔３６３
に後方から挿通されている。取付部８２は、中央に真円状のボルト孔８４が形成されてい
る。ノイズフィルタ１０は、ボルト孔８４を介して図示しない車体パネル等にボルト締め
固定される。受圧部８３は、アース板部８１の後側の縁部から上方へ略直角に立ち上がっ
ている。受圧部８３は、後方から押圧力が付与されることで、アース部材８０がケース３
６０に組み付けられている。
【００３６】
　一対のコンデンサ３０、およびコイル４０は、π型フィルタ回路を構成している。コイ
ル４０は、一端４１が接続点Ｐ１で入出力用電線ＷＨに接続されている。コイル４０は、
他端４２が接続点Ｐ２で入出力用電線ＷＨに接続されている。保持部材７０は、アース板
部８１の上面において、受圧部８３に対して前方に隣接して配置されている。磁性部材５
０は、磁性材料の粉末からなり、実施例１と同様に、保持部材７０の内部に充填されてい
る。一対のコンデンサ３０は、例えば種類および容量が同じである。左側のコンデンサ３
０は、一方の電極がコイル４０の一端４１、および入出力用電線ＷＨに接続点Ｐ１で接続
されている。左側のコンデンサ３０は、他方の電極が接続点Ｐ３でアース板部８１に接続
されている。右側のコンデンサ３０は、一方の電極がコイル４０の他端４２、および入出
力用電線ＷＨに接続点Ｐ２で接続されている。右側のコンデンサ３０は、他方の電極が接
続点Ｐ４でアース板部８１に接続されている。
【００３７】
　次に、アース部材８０のケース３６０への組み付け工程について説明する。
　入出力用電線ＷＨ、コンデンサ３０、コイル４０、および保持部材７０を、図３に示す
ように、アース部材８０に組み付けられた状態に準備する。そして、アース部材８０を、
ケース３６０の後方から挿通孔３６４を通過させてケース３６０の内部に組み付ける。こ
のとき、アース部材８０は、取付部８２を先に向けて挿通孔３６４に挿入し、受圧部８３
には、後方から前向きの押圧力を付与する。すなわち、作業者は、受圧部８３を、コイル
４０、及びコンデンサ３０とは反対側から押す。そのため、作業者は、コイル４０やコン
デンサ３０に触れる必要がないので、コイル４０やコンデンサ３０に破損を来す虞がない
。取付部８２は、ケース３６０の挿通孔３６３に挿入される。アース部材８０は、例えば
アース板部８１がケース３６０の前側の壁部に接触した状態で固定される。このように、
受圧部８３を押圧するというワンアクションの動作だけで、コイル４０とコンデンサ３０
とアース部材８０をケース３６０に組み付けることができるので、作業性に優れている。
【００３８】
　以上のように、本実施例３のノイズフィルタ１０は、コンデンサ３０と電気的に接続さ
れる接地用のアース部材８０を備えている。アース部材８０は、アース板部８１、取付部
８２、および受圧部８３を有している。アース板部８１は、コイル４０、及びコンデンサ
３０を支持する平板状である。取付部８２は、アース板部８１から延出し、接地部材に取
り付けられて接地する。受圧部８３は、アース板部８１から立ち上がった形態であり、コ
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イル４０及びコンデンサ３０とは反対側からの押圧力を受ける。アース部材８０は、受圧
部８３に押圧力が付与されることで、ケース３６０に組み付けられている。
　これにより、受圧部８３を押圧するというワンアクションの動作だけで、コイル４０と
コンデンサ３０とアース部材８０をケース３６０に組み付けることができるので、作業性
に優れている。しかも、ケース３６０に組み付ける際には、コイル４０やコンデンサ３０
に触れる必要がないので、コイル４０やコンデンサ３０に破損を来す虞がない。
【００３９】
　＜実施例４＞
　次に、本発明を具体化した実施例４を、図４を参照して説明する。本実施例４のノイズ
フィルタ１０は、磁性部材、および保持部材の構成を上記実施例１とは異なる構成とした
ものである。その他の構成については上記実施例１と同じであるため、同じ構成について
は、同一符号を付し、構造、作用及び効果の説明は省略する。以下の説明において、前後
の方向については、図４にあらわれる向きを、そのまま前方、後方と定義する。左右の方
向については、図４にあらわれる向きを、そのまま左方、右方と定義する。上下の方向に
ついては、図４にあらわれる向きを、そのまま上方、下方と定義する。
【００４０】
　実施例４のノイズフィルタ１０は、図４に示すように、コネクタ（図示略）、コンデン
サ３０、一対のコイル４０、磁性部材４５０、及び保持部材４７０を備えている。コネク
タ、コンデンサ３０、およびコイル４０は、実施例１と同様の構成である。コンデンサ３
０、およびコイル４０は、ケース４６０に対して位置決めして取り付けられている。ケー
ス４６０は、例えば合成樹脂製である。ケース４６０は、箱部４６１、および天井部４６
２を備えている。箱部４６１は、上方が開口する箱状である。天井部４６２は、箱部４６
１の上方の開口を閉塞可能な板状である。天井部４６２は、箱部４６１の開口に圧入され
ている。ケース４６０は、実施例1と同様に、入出力用電線ＷＨが挿通可能な一対の挿通
孔（図示略）が形成されている。
【００４１】
　保持部材４７０は、図４に示すように、ケース４６０の側壁の内面に固定して設けられ
ている。具体的には、複数の保持部材４７０は、コイル４０の周囲において、間隔を空け
てコイル４０を囲むように配置されている。図４では、保持部材４７０は、ケース４６０
の各側壁に２つずつ設けられている。保持部材４７０は、天井部４６２と離れるように、
ケース４６０の側壁における上下方向の中央に設けられている。保持部材４７０は、収容
部４７１、および固定部４７２を備えている。収容部４７１は、方形状に凹む凹部４７３
が形成されている。固定部４７２は、方形状である。固定部４７２は、ケース４６０の内
面に取り付けられる部分である。保持部材４７０の凹部４７３は、ケース４６０の内面と
の間に隙間Ｓを空けて対向する形態である。保持部材４７０は、収容部４７１の凹部４７
３が上方に開口するようにケース４６０の内面に設けられている。
【００４２】
　磁性部材４５０は、図４に示すように、薄板状である。磁性部材４５０は、保持部材４
７０の上方から隙間Ｓに挿入されることで、保持部材４７０とケース４６０の内面とによ
って挟まれて保持されている。保持部材４７０に保持された磁性部材４５０は、コイル４
０、およびケース４６０に対して位置決めされる。保持部材４７０は、ケース４６０の側
壁の内面に固定されているため、磁性部材４５０をケース４６０の内面に沿って配置する
ことができる。磁性部材４５０は、隙間Ｓに挿入することで、容易に且つ位置決めされた
状態でケース４６０に組み付けることができる。保持部材４７０は、ケース４６０の内面
を利用することで、形状を簡素化することができる。複数の磁性部材４５０は、コイル４
０の周囲において、間隔を空けてコイル４０を囲むように配置されている。磁性部材４５
０は、ケース４６０の天井部４６２の下面に接触して、抜け止めされている。
【００４３】
　以上のように構成されたノイズフィルタ１０は、複数の磁性部材４５０がコイル４０を
囲むように配置されているため、コイル４０から生じる磁束の漏れを抑制し易く、コイル
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性部材４５０が間隔を空けてコイル４０の周囲に配置されているため、磁性部材４５０が
コイル４０の周囲全体に配置される構成と比べて、軽量化、及び低コスト化を図ることが
できる。
【００４４】
　以上のように、本実施例４のノイズフィルタ１０は、磁性部材４５０が薄板状をなして
いる。保持部材４７０は、ケース４６０の内面との間に隙間Ｓを空けて対向する形態であ
る。磁性部材４５０は、隙間Ｓに挿入されることで、保持部材４７０とケース４６０の内
面とによって挟まれて保持されている。
　これにより、磁性部材４５０は、保持部材４７０とケース４６０の内面との間の隙間Ｓ
に挿入することで、容易に且つ位置決めされた状態でケース４６０に組み付けることがで
きる。磁性部材４５０を位置決めする手段として、ケース４６０の内面を利用したので、
保持部材４７０だけで磁性部材４５０を位置決めする場合に比べると、保持部材４７０の
形状を簡素化することができる。
【００４５】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）上記実施例１～４では、コンデンサにフィルムコンデンサを用いたが、電解コン
デンサやセラミックコンデンサであっても良い。
　（２）上記実施例１～４では、端子金具の極数を２としたが、３以上であっても構わな
い。
　（３）上記実施例１～４では、コンデンサとコイルとの接続にはんだ付けを用いたが、
レーザ溶接や抵抗溶接等であっても良い。
　（４）上記実施例３では、保持部材２７０の内部に、粉末状の磁性部材５０が充填され
ていた。しかしながら、磁性部材５０は、円柱状の固体であっても良い。
　（５）上記実施例４では、保持部材４７０は、ケース４６０と別体であったが、一体で
あってもよい。
　（６）上記実施例４では、保持部材４７０は、ケース４６０の各側面に２つずつ配置さ
れていたが、２つ以外の数で配置されてもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１０…ノイズフィルタ
　２０…コネクタ
　２２…端子金具
　３０…コンデンサ
　４０…コイル
　５０，４５０…磁性部材
　６０，３６０，４６０…ケース
　７０，２７０，４７０…保持部材
　８０…アース部材
　８１…アース板部
　８２…取付部
　８３…受圧部
　Ｓ…隙間
　ＷＨ…入出力用電線（導線）
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